
 

ＶＦＭ公表値の訂正について 

 

 

ＰＦＩ事業全体のＶＦＭ（公共自ら実施した場合とＰＦＩ事業と

して実施した場合とを比較した公的財政負担の縮減度又は縮減割

合）の分母について、公共自らが実施すると仮定した額ではなく、

ＰＦＩ事業を実施した場合の公共負担額としていた。 

 

（誤）０．６兆円／２．６兆円 ＝ 約２３％ 

（正）０．６兆円／（０．６兆円＋２．６兆円）＝ 約１９％ 

 

※誤りの表示例 

 

 

 

○我が国におけるこれまでの約８年間のＰＦＩ導入実績 

 
これまでの約８年間のＰＦＩ導入実績 

（平成１１年度～２０年６月末） 

 

国、地方、公共法人で実施方針等が公表された３１３件のう

ち、事業者決定等により公共負担額が決定したものは、１８１件、

２兆６，１７８億円の事業規模 

 

この場合、約２３％（６，０２９億円）のＶＦＭあり 

ＰＦＩ導入により、国、地方公共団体、公共法人を通じた国全体の

財政再建に寄与 


